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第４章 保存管理計画

第１節 再生の基本方針

農用林としての役割を終えた大規模雑木林を中心とした平林寺境内林を再生する目

的を次のように設定する。

（１）かつての武蔵野の雑木林（農用林）と寺社林とが併存する伝統的（歴史的）景

観の回復

（２）生物多様性を担保する生態系（生物相）の保全、すなわち絶滅危惧種、武蔵野

に特有の動植物の生息・生育環境の保全

上記（１）、（２）はそれぞれ独立した課題ではなく、いわば表裏一体をなすもので

ある。（１）は農用林と寺社林との複合した、天然記念物指定当時（昭和４０年代）の

景観への回復を、（２）は首都圏近郊から姿を消しつつある動植物を積極的に保護する

ために、彼らの保管庫としての機能の保全を意図するものである。

この基本方針を具現するために、寺域をいくつかの区域に分け、区域ごとに目標と

する植生を設定し、目標植生を実現するための方策を検討する（ゾーニング）。天然記

念物指定当時からすると、第３章に示した、遷移が進行した部分やモミジなど特定の

意図をもってなされた樹木の植栽などいくつかの変質がある。これらの変質に対して

はゾーニングに際して予め許容する程度を設定し、野放図ではなく管理された状態で、

限定的に現状を維持するのが現実的である。こうすることで、「いわゆる多摩丘陵以東

の武蔵野における二次林を主体とした自然の残存地域として、学術上貴重であり、…」

という天然記念物指定理由の趣旨から逸脱することなく、生物の多様性を確保し景観

の修復を図ることができる。武蔵野の二次林としての価値の保全こそが、平林寺境内

林の天然記念物指定の本来の意義であることに十分に留意しなければならない。

図４－２は計画の基本とする植生区分図である。寺域を大きくゾーンⅠ～ゾーンⅧ

の８区画に区分し、ゾーン内で目標植生が異なる区域を設ける場合は必要に応じてサ

ブゾーンを設定する。今後、ゾーンごとに順次目標植生を決定し、目標植生を実現す

るための行動計画を検討、策定する。表４－１は、各ゾーンの基本的な管理方針と課

題などを整理したものである。

この他、境内林内部の管理だけでなく、地元の人たちがどう境内林を評価している

のか、林の外からの景観も重要視されるべきであろう。雑木林の再生に向けての「平

林寺の林」が、地元の人々にも愛されるように、地元に目を向けた再生計画が必要で

ある。保安上や境内林管理の利便を図るため、惣門周辺を除き軽トラックが走行可能

なパトロール用通路を外構柵沿いに整備する。さらに、強風下や降雪時に予想される

罹病木の倒伏、落枝による人身事故や交通障害を防止するため、境界内側は最大樹高

２０ｍ未満の中低木等を育成管理し、保安上の問題のみならず、近隣の住居、耕作地

への日照を確保する。

なお、追加指定地である新座市睡足軒の森は、平林寺が所有し、新座市教育委員会

の運営管理の下、市の施設として活用が図られており、他の区域とは位置付けが異な

るため、施設の運営方針に沿った保存管理を別途行うものとする。
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表 4-1 ゾーニング

ゾーン 方 針 検討課題、留意事項など

Ⅰ 伽藍、庭園区域
周囲との調和を損なわない景観の維

持
平林寺の方針による。

Ⅱ 墓地
周囲との調和を損なわない景観の維

持
平林寺の方針による。

Ⅲ 伽藍周辺区域
・建物、敷地境界には、外部からの音や光を

遮蔽するための植栽を検討する。

－１ スギ、ヒノキ林

・罹患木の除伐、間伐、補植

（溝腐れ等罹病木及び花粉症対策のために

雄花着生の多い個体を優先的に間伐）

－２ モウソウチク林
古刹にふさわしい伽藍周辺の景観を

維持、保全する。

・間伐（夾雑する老齢広葉樹の保全を考慮す

る。）

－３
シラカシが優占

する広葉樹林
・原則、遷移に委ねる区域とする。

－４ 混交林

・現在、植生の特徴が曖昧だが、罹病木の除

伐、間伐を経て針葉樹が優占する植生に導

く。モウソウチクは排除する。

－５ 屋敷林 ・屋敷林の伝統的景観の維持に努める。

－６ 梅林（南門北）
・林床に保護すべき草本が多く見られる。現

状維持が望ましい。

Ⅳ 落葉広葉樹林

傘伐を基本とし、萌芽更新を併用し

ながら、武蔵野の雑木林の景観、植

生を回復させる。自然の多様化を図

るため、一部例外区域を設定する。

・現在クズ掃きが行われている区域は、特に

林床草本が豊かな区域である。更新に当たっ

ては、稀少草本が失われることがないよう伐

採前に移植するなどの十分な対策を講じる。

Ⅴ
疎林（アカマツ

林）

かつての規模、景観に近づけるよう

アカマツ林の拡大を図るとともに林

床の照度を確保し林床植生の活性化

させる。また、分布を松平家墓所の

方向に拡大する。

・適切な間引き、枝打ち（林床の日照確保）

・松枯れ対策の実施（温暖化により、松枯れ

症状も複雑化していることから、適期対応が

求められる。）

Ⅵ モミジ山

天然記念物指定理由の趣旨から逸脱

することがないよう寺域内のモミジ

を適正に管理する。

・原則、モミジはモミジ山及び伽藍、庭園区

域に限定する。

・古株、稀少種は残置する。

・通路沿いの株は、再生林、サクラなどの眺

望を阻害することがないよう留意する。

Ⅶ 上山混交林

現植生の特徴を生かすべく、樹種あ

るいは株の整理を行う。

・塔所周辺はアカマツ、シラカシが優占して

いたが、枯死、伐採、ヒノキ、モミジの植栽

によって植生が大きく変化した。また、この

区域にはサクラ類の大木が散在している。

－１ 疎林

・サクラを優占した区域を確保する。このゾ

ーン西側にはヒノキが植栽されている。（枯

死したアカマツの代替と見られる。）

－２ 塔所周辺
・塔所に相応しい植栽を行う。（現在はモミ

ジ優占）

Ⅷ
下山／上山の中

間区域
元々畑地であった区域で、各種植栽

のほか、畑、作業場、駐車場、防火

用水池など様々な利用形態が混在し

ている。寺の経営上必要とされる諸

機能を勘案した上で、自然の多様性

を高めるべく利用方法を、現状調査

と並行しながら時間をかけて検討す

る。

このゾーンには、スギ、ヒノキのみ

ならずエノキ、モミジ、アカマツな

ども植栽されている。

サクラ：この区域にはヤマザクラのほかにエ

ドヒガンやシダレザクラなど注目すべき株

が散在し、多く見られるソメイヨシノは他の

区域と同様、枯死や老化が目立ってきてい

る。ソメイヨシノの補植の要否を含め、サク

ラ類の保全策の検討を行う。

－１ 梅林
・多くの蝶類の吸蜜源となっている。梅干し

生産に向けての適切な管理を行う必要有り

－２
スギ・ヒノキなど

の植林＊ ・間伐（溝腐れ罹病木、不整木等）、枝打ち

－３

－４

カツラ・エノキの

植栽

・間伐（樹形が整っていないものから）、枝

打ち

－５
下山との境界区

域

・コスミレ、フデリンドウなどの稀少草本が

見られる。

－６
庭園木などの植

栽

・ツバキやサクラなどが植栽されている。樹

種を確認した上で、保全方法を検討する。
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第２節 主要ゾーンの管理方針

主要ゾーンのさらに具体的な管理方針は次のとおりである。

管理方針の概要は表４－１のゾーニングにも示したが、下記のように要約される。

（１）落葉広葉樹林（雑木林）の再生

図４－１，２からも明らかなように、寺域の約６割を落葉広葉樹林が占めている。

そして、平林寺境内林を保存管理する上で最重要課題は、落葉広葉樹林の再生であり、

天然記念物指定当時の植生への回帰を目標とする。コナラ及びクヌギ（コナラを優占

種）に加え、かつて平林寺雑木林の代表樹種であったアカマツ、イヌシデ、ヤマザク

ラ、イヌザクラ、エゴノキ、クリ、ホオノキ、コブシなどで構成される樹林を目標と

する。

（２）古刹にふさわしい伝統的な景観の維持－スギ・ヒノキ林の保全

伽藍を取り巻くスギ・ヒノキ林は、現状では普請用用材としての役割は考えにくい。

しかしながら、伽藍の伝統的な佇まいとともに、その端正な木立が持つ深い緑、静寂

さは禅宗の修行道場にふさわしい雰囲気を醸成するには不可欠である。また、音、色

などを外部から遮断する効果も期待できる。多くが溝腐れ、根株腐朽病の被害を受け

ているため、応急的な措置では対応が困難な状況にある。長期的な観点で、計画的に

再生に着手しなければならない。

（３）アカマツ林の再生

松枯れ被害によって、往時のアカマツ林の面影は見る影もない。適宜、補植がなさ

れているが、密植、日照不足による枯死が目立つ。松くい虫の被害も収まっていない。

間伐等の管理が不十分であったことから林相は‘荒れた’様相となっている。アカマ

ツの植栽区域を拡大する方向で、かつての景観に近づけられるよう間伐、補植を計画

的に実施する。

（４）モミジの抑制

モミジの植栽の結果、平林寺はモミジの名所として観光スポットの一つに挙げられ

ることになった。一方で、現状のモミジは、「特定の意図をもってなされた樹木の植栽」

であって、天然記念物指定当時の状況からするとモミジの植栽により樹種構成、景観

が大きく変化したことは否めない。天然記念物指定理由の趣旨から逸脱することがな

いよう、モミジを適正に抑制・管理しなければならない状況にある。

過植されたモミジは、特に夏季のうっとうしさ、景観阻害などの景観上の問題や、

林床植生の貧化、天然記念物指定当時の植生からの乖離などの問題を抱えており、具

体的な抑制方法を検討する。

（５）生物相の多様化のための施策

上記のほか、各ゾーンで次の例外処理を施すことによって、寺域内の自然環境の多

様化を図る。

稀少性のある樹木、植物群はゾーンの保全方針の如何にかかわらず積極的に残置・

保全する。原則、保安上問題がある場合を除き巨樹の除伐は行わない。

〔例〕

・本来種：ケヤキ、エノキ、シラカシ、サクラ類、アカマツ、コナラ、クヌギ、イ

ヌシデ、ムクノキ、エゴノキ、モミ、アカシデ、コブシ、スダジイなど
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・その他：カヤ、コウヤマキ、マテバシイ、イチョウ、トチノキ、アオギリ、ボダ

イジュ、クマシデ、ヤマハンノキなど

植栽に特別の配慮が見られる区域はその保全に努める。例えば、野火止塚、野火止

用水沿い、参道沿い、松平家墓所周辺などにはコナラ、クヌギ以外の比較的大きな樹

木が多数見られる。

更に次のような施業によって林床を適切に管理し、林床植生を武蔵野本来のものに

回復させ、伝統的あるいは稀少な野草の保全に努める。

・クマザサ、アズマネザサの適正な刈り払い

・日照確保のための常緑低木などの除伐

・定期的な下草刈り、クズ掃き区域の拡大

（６）寺域内サクラ類の再評価と保護

多くのサクラの巨樹が寺域内に散在している。野生種であるヤマザクラの巨木群、

エドヒガン、栽培種ではあるがシダレザクラなど注目に値する株が少なくない。樹種、

樹形など稀少性のある株については積極的に保護を行う。農用林である雑木林には本

来サクラ類を残置しなかったが、平林寺境内林にはヤマザクラ以外にもウワミズザク

ラ、イヌザクラが多く見られる。一方で、植栽されたソメイヨシノの枯死が顕著であ

る。このまま放置しておくことも選択肢の一つとして、何らかの対応が必要な時期に

来ている。なお、野生種を含めサクラの多くは、モミジあるいは針葉樹との競合状態

にある。

（７）クマザサの保全

クマザサは境内林の景観を特徴づける要素の一つである。天然記念物指定当初から

も雑木林等の林床の大きな部分を占めていたと考えられる。しかし、放置すると分布

が拡大し林床植生の貧化を招くおそれがある。他方、落葉広葉樹林の再生のため、伐

採時には一時的に刈り払いが必要だが、指定当時の専有面積が維持されるよう管理を

行う。これらを勘案しながら、推定される指定当時の占有面積が維持されるよう管理

を行う。
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図 4-3 クマザサの分布区域

（８）下山／上山中間区域の利用形態検討

元々、畑地であったこの区域の位置付けを再確認する。現状はいわばユーティリテ

ィーゾーン、すなわち畑地、梅林、資材置き場、防火用水池、作業場、駐車場などと

して利用されているほか、スギ、ヒノキ、エノキ、モミジ類、サルスベリ、サクラ類、

カツラなど各種植栽が行われている。この問題は、中長期的な課題として位置付ける。

（９）高木樹種制限帯と後継樹林帯の設定

野火止用水側西斜面においては、更新伐採の遅れで２０ｍ以上に生育してしまった

コナラ、クヌギなどにより、遊歩道沿いの民家や農地の日照が遮られ、倒伏や落枝に

よる事故の危険性が高くなっている。このため次のような方策で対応する。

・外周路沿いの樹林は、その最大樹高分に相当する１５～２０ｍ幅で、コナラ、クヌ

ギ、シラカシなどの高木樹種の生育を制限する地帯を設定する。また、道路沿線に

植栽された現在のスギ、シラカシ等の老齢樹木帯の枯損等に備え、内側に後継樹林

帯を設定する。

・外構柵沿いに、内側少なくとも３～５ｍは、伐採時に低い位置で伐採し、再生萌芽

も除去するとともに低木、ササ類は除去し、管理路として維持管理を行う。管理路

は軽トラック走行可能な管理用道路として、将来、伐採作業やフェンス補修工事時

の資材運搬用にも利用する。

・外構フェンス内側３～２０ｍの部分には、高木樹種のシラカシや常緑低木類（アオ

キ、ヒサカキ、シュロ等）を除く、自生の落葉低木を中心に育成管理し、景観の保

持と近隣住居等の日照確保に資する。
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・外構フェンス内側２０ｍ以上（樹木の樹高相当）は、通常の萌芽更新を計画的に実

施する。

第３節 落葉広葉樹の再生－落葉広葉樹林再生プロセス

天然記念物指定当時、既に林齢は推定３０～４０年生であった。現在、胸高直径

３０～４０ｃｍ以上の林分では枯損株が多くなるものと考えられ、従来２０～３０年

生林分で採られてきた萌芽による更新方法は困難 24）と考えられる。このため、強度の

択伐による萌芽更新と天然下種更新（傘伐）を組み合わせた手法を採用する。現在、

既に再生プロセスの本格実施に先立ち試験区域を設定し、傘伐による再生試験を開始

している。

備考

傘伐（さんばつ）とは、伐期に達した林分を、親木（母樹）を残して周辺を伐採すること。伐

採後は、母樹から落下した種子が親木の傘の周囲で稚樹として成長するところから‘傘（さん）

伐’という。母樹は稚樹が生長した後、伐採し新しい林を生成する。

（１）対象区域

伐採対象区域は落葉広葉樹林区域全体とする。ただし、自然環境の多様性の確保、

稀少動植物の保全の観点等から例外区域を設ける（図４－４参照）。

図 4-4 落葉広葉樹林の多様化
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（２）目標植生及び樹種

天然記念物指定当時の植生への回帰を目指す。指定当時、高木層を形成していたア

カマツや亜高木層を形成していたコナラ、クヌギ（コナラを優占種）に加え、かつて

平林寺の雑木林の代表樹種であったイヌシデ、ヤマザクラ、イヌザクラ、エゴノキ、

クリ、ホオノキ、コブシなどで亜高木層～高木層を構成する。

（３）採用手法

壮齢林化した林分は、萌芽再生に多くは期待できないので、傘伐による下種更新と

萌芽による更新を組み合わせて再生を図る。また、伐採高も萌芽再生に影響されるが、

一定の傾向が見られない報告 24)もある。

伐採は下記のとおりとする。

①林床、残置樹木（残置すべき樹木、養生が必要な草本類は別途特定する）、幼木を損

なわぬよう要求事項を仕様書等で提示する。

②地表から高い位置で伐採し萌芽率を向上させる（伐採高＝地際から５０～８０ｃｍ）。

③低木灌木の除伐

灌木は伐採当年、伐採作業の支障のない範囲で除伐する。再生萌芽、植栽苗木の生

育に支障がない林縁部の灌木の一部を帯状に残置し、鳥類の生息環境に多様性を持た

せる。クマザサは、伐採予定年の前年及び（必要であれば）当年の夏に刈払する。た

だし、中央遊歩道の伐採跡地側の内側のムラサキシキブ、ガマズミなどの低木類は、

鳥類多様性を持たせるために刈り払わないで残すものとする。

④工事用通路の開設計画：旧路（古い山道）を辿り、作業用通路を確保する。

⑤伐採材の処理

伐採玉切り材のうち寺で消費する薪材に相当する分は、約０.５ｍ長に玉切りし薪小
屋まで運搬する。残余は、可能な範囲内で畑等に運搬、集積する。可能性のある用途

としては、薪、シイタケ用原木などが考えられるが、今後の検討課題の一つとする。

（４）準備段階の諸作業

修復作業の開始に向け下記の諸作業を実施する。

測量及び調査

伐採計画の作成に先立ち、伐採予定区域の測量を行う。また、伐採前の状況を記録

するため、稀少草本類分布状況や植生区分図を同時に作成する。併せて、天然記念物

指定当時の植生について文献を含め可能な限りの調査を行う。

毎木調査

伐採計画作成のため必要な毎木調査を行う（各区画の伐採樹木の本数、材積推定）。

（５）事業期間と伐採計画

１５年ないし２０年で伐採対象区域の伐採が一巡するよう伐採サイクルを設計する。

１期を５か年とし、合計３期に分割して事業を実施する（年平均１.５～１.６ｈａ程度
と推定される）。事業期間の設定には下表のように考慮すべき要因が多くある。

伐採に当たって考慮しなければならない事項は下記のとおりである。

①伐採に伴う景観の急激な変貌を緩和するため、強度の択伐（傘伐）により伐採する

とともに、遊歩道沿いあるいは林縁部の灌木類は帯状に残す。同時に事前に外部へ

情報提供を行い混乱が生じないようにする。
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②分布が偏在する草本については生育環境が損なわれないよう部分的に伐採を行わな

いなどの手当てを行うほか、移植も検討する。

③林床植生への影響を最小にする工事用通路の確保

④現在クズ掃きを委託している農家に対する代替地の提供

表 4-2 事業期間比較〔参考〕

伐採順序

第１期：平成２６年度～平成３０年度

伐採後、更新樹木が成長した時点で、ここを他区域に自生する稀少草本類の移植先

とする。この時期は傘伐試験区も含め、実生稚樹の生育、苗木の確保に注力する。

第２期：平成３１年度頃～平成３５年度頃

比較的草本稀少種が少ない区域である。ただし、一般来山者が多く、伐採に当たっ

ては来山者の通行の制限も考慮する。

第３期：平成３６年度頃～平成４０年度頃

この区域では、かつてオオタカが営巣したこともあり、今後もその可能性がある。

オオタカの営巣場所は、連続同一の巣を利用した事例もあるが、必ずしも固定的では

ないので、第１期～第２期の傘伐の際の残置樹木は、オオタカの営巣が期待できる樹

木を選定する。また、稀少草本が多く自生している区域でもある。第１期の伐採が終

了した段階で移植を開始し、他所での定着が確認されるのを待って伐採に着手する。

移植が困難な草本、オオタカの営巣場所が保全されるよう、伐採を部分的に制限する

必要が生じることも予想される。また、この区域は平林寺大門通りとこもれび通りに

面しており、平林寺大門通りには、「陣屋」と「新座市役所」というバス停が２か所あ

る。特にバス停付近は乗降客の滞留もあることから、藪を刈り払い、適度な見通しと、

温暖化に伴い将来予想される蚊などが媒介する感染症 25）26）の防止にも配慮する。

林床のクマザサは、事業期間を通して天然記念物指定当時の分布が保たれるような

伐採計画を別途策定する。

項 目 １０年 １５年 ２０年

年次費用 高 低

景観変化の程度 大（目立つ） 小（目立たない）

下刈り／伐採後の管理 難（面積大） 易（面積小）

高木化・遷移進行 小 大

稀少草本類の移植 やや難 やや易
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図 4-5 落葉広葉樹林伐採順序

（６）伐採後の初期管理

伐採直後から再生萌芽や植栽された苗木が生長するまで、草本類やアカメガシワ、

ミズキなどが生育侵入する。伐採株からの萌芽、移植した幼木の保護のため、適期の

下草刈りや除伐、冬場の雑木の排除やクズ掃きを計画的に実施する。

（７）補植及び実生稚樹・幼木の育成

落葉広葉樹林の修復のため、ほぼ全域を伐採し再生させるためには、老齢化によっ

て部分的にしか萌芽更新が望めない現状では、大量の幼木を移植用の苗木として確保

する必要がある。

表 4-3 必要苗木試算（１ｈａ当たり）〔参考〕

傘伐後の林床は、苗畑と比較すると日照率は低く、またアズマネザサなど他の植物

の根による障害等もあり、施肥効果が劣るものと推察される。一般的な苗高４８ｃｍ

の山行き苗に対し、苗高１１７ｃｍの大苗は生存率も高く、成長も良好な 27）28）ため、

圃場での大苗の育成が必要と考えられる。下記に示した方法で苗畑での育苗にも注力

するほか、必要に応じて苗木の外部購入も検討、考慮する。なお、ナラ枯れ被害 29）30）

植栽密度（樹間） 必要数（本）

３ｍ １,１００
４ｍ ６２５

５ｍ ４００

実際には、現状の植栽密度の調査及び実際の萌芽の

状況を勘案の上、決定する。
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が近い将来予想されることから、遺伝子の多様化を図るため寺域外の実生苗も導入す

る。ただし、購入する際は、近隣県産の苗木に限定する。

①畑の隣接地に実生からの苗木及び幼木育成のために圃場を設ける。

②試験区域を含む数か所の落葉広葉樹林林床（林内圃場）に直接播種し、実生苗木を

育成する。

③林内圃場で養成した実生苗木を、試験区域を含め補植する。さらに、林内の自生幼

木を探索し、これらの林内圃場／苗畑に移植、育成する。

④この目的のため、陽光を確保しコナラ等の発芽・生育を促進させるべく寺域内落葉

広葉樹林の灌木の排除・下草刈りを推進し、林内圃場を拡大する。

⑤苗木の植え付け

植栽時期は５～６月、間隔＝４ｍ、ただし、２割の萌芽更新を見込み植栽密度は

５００本／ｈａを計画ベースとする。４月、７月に施肥を行う。

（８）傘伐再生試験

上記苗木育成計画と併行し、林内に試験区域を設け傘伐による実生からの再生試験

を実施する。試験区域の状況を見ながら傘伐方式を実際の再生に導入し、景観の急激

な変化を抑制するとともに作業量の軽減に役立たせる。

平成２５年３月、天然記念物現状変更の許可を得て業平塚北側の一角約１５アール

を試験区に設定し、再生事業に必要な幼木、稚樹の育成を行う目的で、母樹を残し傘

伐を実施した。今後この区域で下記の作業を実施する。

表 4-4 傘伐後の試験区での施業

＊１林床活性化のため、試験的に区域の１／２～１／３について実施し、実施しない区域との林

床植生を比較する。
＊２寺域各所での自生幼木の探索、試験区域への移植及び育成幼木の伐採区域への補植

備考：５年次以降、幼木の樹高が２～３ｍになった時点で母樹を伐採する。

項目

１年

(平成 26 年)

２年 ３年 ４年 ５年

冬 春 夏 冬 春 夏 冬 春 夏 冬 春 夏 冬 春 夏

下刈り － － ○ － ○ ○ － ○ ○ － ○ ○ － ○ ○

クズ掃き＊１ ○ － － ○ － － ○ － － ○ － － ○ － －

幼木移植＊２ ○ － － ○ － － ○ － － ○ － － ○ － －

自生苗根切り － － － ○ － － ○ － － ○ － － ○ － －

施肥 ○ － － ○ － － ○ － － ○ － － ○ － －



34

第４節 落葉広葉樹以外の植生の再生

１ モミジの抑制

（１）モミジ抑制の必要性

モミジの過植栽の問題については第３章第２節に述べたとおりである。モミジの植

栽の結果、平林寺はモミジの名所として観光スポットの一つに挙げられることになっ

た。一方で、現状のモミジは、「特定の意図をもってなされた樹木の植栽」であって、

天然記念物指定当時の状況からすると樹種構成、景観が変化したことは否めない。天

然記念物指定理由の趣旨から逸脱することがないよう、モミジを適正に抑制・管理し

なければならない状況にある。

〔モミジの評価〕

プラス面

・秋の彩りが人々に好まれる。近年平林寺は‘もみじ寺’としての名声を得ている。

・新座市の重要な観光資源の一つ（新座市の木はモミジである。）

マイナス面

・武蔵野の本来植生と相容れない。庭園樹木では以前から植栽されていたが、武蔵野

の雑木林（ヤマ）本来の植生ではない（天然記念物指定理由の趣旨から逸脱のおそ

れ）。

・景観の変貌（秋の極端な紅葉、夏季の陰鬱さ、うっとうしさが顕著）

・眺望阻害（葉陰、枝陰により拝観者の眺望が妨げられている。）

・林床植物の貧化（日照遮断）

・通路に張り出した枝条による緊急車両への通行障害

（２）モミジの適正化に向けて

今後の対応についてはいろいろな選択肢が考えられる。「現状のまま固定」や「老木

を残して伐採」といった極端な案もないではないが、いずれも実際的ではない。上記

を踏まえ、現状の詳細な分布状況を調査の上で、下記の観点から区画ごとに対応を決

定し、ある程度の時間をかけて目標水準に到達するよう抑制していくのが実際的であ

ろうと考えられる。

・古株、稀少種は原則残置、保全する。このため、残置すべき範囲を調査に基づき特

定する必要がある。

・モミジ山のモミジの植栽については、この区域が、かつて上野高校用地として使用

されていたこともあり、元々は落葉広葉樹林ではないとして制限しない。

・伽藍周辺、特に前庭区域のモミジについても制限しない。ただし、スギ、ヒノキ林

に混在するモミジについては、スギ、ヒノキ林の再生に際し、モミジ植栽の可否、

程度を改めて見直す。

・落葉広葉樹及びアカマツ林には原則モミジは混交させない（在来カエデ類を除く）。

・保存サクラ群落など優先すべき眺望を阻害する場合にはモミジを整理する。

・通路両側のモミジは落葉広葉樹林の再生の皆伐に際し、再生林の眺望を確保するた

め減株させる。

・夏季の陰鬱さを軽減、緊急車両の通行を確保するために枝条を整理する。
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２ サクラの保全について

（１）サクラの現状と保全の必要性

寺域内のサクラは比較的伽藍に近い区域に多い。そのほとんどは野生種であるヤマ

ザクラと栽培種であるソメイヨシノである。ヤマザクラの多くは自生種が刈り取られ

ることなく、そのまま大きく株が成長したと考えられるが、由来が明確でないものの、

一部区域には意図的に植栽されたと見られる株も存在する。

寺域内にはおそらく県内でも有数と考えられる古株や比較的大きな株の群落が多く

存在する。しかし、これらの中には枝条の枯損の進行や根株腐朽病の罹病株も少なく

ない。寿命が長い野生種でも今が株の衰弱、枯死を食い止められる最後のチャンスで

はないかと危惧されるような状況にある。

一方で、落葉広葉樹林内には、クヌギやコナラとともに萌芽更新によって株立ちし

たと見られる株も多い。さらに、相当数の株がヒノキ・スギ林に沿って植栽されてい

る。これらのかなりの部分は周囲の樹木と競合状態にあって高木化し、花を観賞する

サクラとしての面白味に欠ける。

（２）サクラの種類

平林寺境内林では次のようなサクラ類が自生している。

（野生種）

ヤマザクラ

伝統的な日本本来の種類、自生種であることから、一概にヤマザクラと言っても花は

濃いピンクから白いピンク、葉も赤みの強いものからグリーンに近いものまで様々で

ある。中には平林寺のシンボルツリーの一つになり得る胸高直径が１ｍを超す株を始

め、１ｍ近いものが多く存在する。

エドヒガン

エドヒガンの大きな株３株が自生している。作業場入口にある１株は胸高直径が７０

ｃｍを超える。

（栽培種）

ソメイヨシノ

寿命が短いこの種は、老齢化が目立つ株が多い。ソメイヨシノ同士では結実しないた

め、植栽によったものである。

シダレザクラ

胸高直径７０ｃｍ前後の株が５株存在する。

（ウワミズザクラ亜属）

ウワミズザクラ、イヌザクラの胸高直径が７０～８０ｃｍ前後の株が散在している。

大きな株は平地では珍しいと考えられる。

（３）保全の方針

保存、保全すべき対象とそうでないものとを区別し、メリハリのある管理を行う。

保全すべき対象は独立樹として保存に値する特徴のある株（例えば巨樹）と、サクラ

の小樹林の景観を保存するために、サクラ類の群落を保全対象とする２つのケースに

分けて対応するのがよいと考えられる。

他の樹種と競合する場合は、保全の対象とする株をそれら他の樹種より優先させ、
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それ以外のケースにあっては、他の樹種を優先させる。小樹林としての整備する対象

として以下の群落が候補として考えられる（図４－６参照）。

図 4-6 サクラの群生区域

Ａ：松平家墓地周辺

松平家墓所裏から野火止塚にかけて胸高直径３０～７０ｃｍ前後の株が北側を中心

に点在する。ヤマザクラが多い。ウワミズザクラも混じる。

Ｂ：松林周辺

野火止塚北、松林、上山霊園南側にかけて胸高直径６０～８０ｃｍ程度の株が１０

株程度ある。元々この一帯全体は松林であったとされる場所である。この区域にはイ

ヌザクラ２株（胸高直径それぞれ８４ｃｍ、５５ｃｍ）もある。

Ｃ：歴代塔所南側斜面

歴代塔所南側から上山霊園北側の斜面にはサクラの大株が散在し、サクラから見る

と特筆すべき区域である。すなわち、胸高直径が１ｍを超えるヤマザクラもこの区域

にある。胸高直径５０ｃｍのウワミズザクラやイヌザクラなどである。ここでも、サ

クラは他の樹種と競合状態にあり、樹形や日照の面からすると、サクラにとって現在

は好ましい状態にあるわけではない。

Ｄ：畑地北側

エドヒガン２株、シダレザクラ４株、直径が３０～７０ｃｍの枝６本を分岐したヤ

マザクラなどがある。

Ｅ：半僧坊・中門周辺

シダレザクラが１株、半僧坊前に植栽されている。この他、ヤマザクラ、ソメイヨ
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シノがある。多くの来山者の目にとまる区域である。

（４）当面の対応

保全対象を特定することがまず求められる。その上で、保全対象には樹勢の回復や

維持のために、剪定、枯損枝条の除去・養生、生長や景観を妨げる周辺樹木の排除な

ど、可能なものから順次対策を講じるものとする。枯損木、倒木の処理（切り倒し、

枝払い、玉切り、処理）も並行して進める必要があるが、補植は当面は考慮しないも

のとしたい。

図 4-7-1 畑地北側のエドヒガン 図 4-7-2 半僧坊前のシダレザクラ

図 4-7-3 ヤマザクラ

平林寺境内のサクラ

３ アカマツ林の再生

アカマツ林（松林）を松平家墓所の方向に拡大させる方針については、第４章第２

節で示したとおりである。この方向には、古木が存在しているのみならず、拡大の基

礎となる若木が既に植栽されている。しかしながら、現在の業平塚から野火止塚にか

けてのアカマツ林（松林）のようにアカマツが優占した植生ではなく、スギ・ヒノキ、

モミジ、コナラなどの落葉広葉樹と競合している。

前述のとおり、境内林のアカマツ、特に松林のアカマツの間伐・枝打ちが不十分で

あったことから林相は荒れた様相を見せている。本来のアカマツ林としての林相が回

復するにつれて、かつてアカマツ林に生息・生育していたと考えられる動植物もある

程度戻ってくるものと期待される。林床植生としては、ススキを含む草本類を想定し
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ている。

このような状況に対処するため、次のように段階的な対応をとることとしたい。

第１段階：松枯れ病に罹患した株の処理

松枯れの伝染を防ぐために、マツ枯れ罹病木はマダラカミキリの羽化する３月まで

に適期に伐倒処理し、焼却する。

第２段階：間伐（松林）

次の目的で松林の間伐、枝打ちを行う。

・材線虫によるマツ枯れの感染を防止するため枯損マツを確実に処理する。

・景観回復

・林床の日照を確保し、林床植生の再生を図る。

第３段階：間伐（上山その他の区域）

その他の区域について、第２段階と同様の作業を行う。

当面、下記を伐採対象とする。今回は間伐の程度を抑制したものとし、今後様子を

見ながら間伐の程度を調整する。

・マツ材線虫病被害木

・樹形がいびつな株

・明らかに過植状態にある株（日照不足から成長が望めない若木を含む。）

・競合状態にある他の樹種

４ 伽藍周辺のスギ、ヒノキ林の再生

先に述べたとおり、寺域内の現在のスギ、ヒノキ林の状況は一定でなく、しかも抱

えている問題点も区域ごとに様々である。

このようなことから、今後緊急度の高い課題を処理しながら、ある程度の時間をか

け、現状の分析（区域ごとの健全性の把握、可能性のある罹病の要因、環境変化が老

齢林に及ぼす影響など）を行った上で施業の優先順位を含めた管理指針を作成し、こ

の指針に基づき長期的な観点で管理を行うものとする。なお、伽藍周辺のスギ、ヒノ

キ林は大径材の育成も考慮しながら、禅の修行道場にふさわしい佇まいの醸成に資す

るため、適正な密度管理 21)を行うことにより、健全なスギ、ヒノキ林は自ずから大径

材が育成される。放置すれば過密となり自然枯死が増大し、耐風性が劣ることにより

雪害等の被害増大が懸念される。緊急に対処すべき課題として、枯死した、あるいは

枯死しかかっている株が放置され、安全上の問題のほか、周囲の美観を損ねている。

これらは除伐の必要があり、現在対応中である。

これからの検討課題を以下に示す。

（１）土壌条件の検討

土壌に起因する原因 3)31)として土壌水分などの影響を調査する。再造林するなら、

排水溝の開設や炭の投入などによる土壌改良が必要となる。

（２）苗木樹種(スギ、ヒノキ等)及び苗木の病気などに起因する原因の検討

これまで以下のようなことが判明してきている。

・昭和５２年頃植栽されたサンブスギはスギ赤枯れ病にほとんど罹病し、溝腐れ症状
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を呈している。

・スギ非赤枯性溝腐病は枯れ枝から感染し、スギ、サワラ、ヒノキ、コウヤマキに被

害を与えることから枝打ち管理を行う。

・スギ根株心腐れ病の病原菌は不明で、その発病機構は明らかではないが 14)、下記の

ヒノキ根株腐朽病に似た感染様式とすれば同病と同様な被害回避法が考えられる。

・ヒノキ根株腐朽病では土壌中の水分条件が心腐れの発生に影響している 32）と示唆さ

れた。またナラやカシ類を主とする広葉樹の腐朽菌として知られているキゾメタケ

は、その伐り株が感染源になり造林木に感染したと思われる。根株腐朽病の被害回

避は、被害の発生しやすい場所への植栽を避けることや間伐時に被害木を選択的に

除くなどが考えられる。また菌のＤＮＡ解析により、１１ｍの範囲にも菌が伸長す

ることが報告されている。14)

したがって、植栽するなら、根株腐朽被害根の除去が必要かもしれない。また、

樹種転換(アスナロ、ヒノキアスナロ、ケヤキ、クスノキなど)の検討や、根株腐朽

被害が著しい区域での再造林の可否についても検討する必要がある。

（３）壮齢樹林管理(東門道路の北西側のスギ林)

溝腐れ罹病木は間伐するが、スギ老齢林の耐風策を勘案して伐採順位を決定する必

要がある。再造林をするなら、上記（１）の排水対策を講じるとなお良いと思われる。

再造林した幼齢木の枝打ち、間伐などの施業管理を今後実施する。

（４）壮齢樹スギ林の管理（境内南側中央付近のスギ林）

間伐、枝打ちを実施する。

（５）スギ老齢林の管理（本堂裏～大河内松平家廟所、本堂と一般墓地間のスギ林）

まず、根株腐朽病及び溝腐れ病被害木の間伐を行いながら、密度調整を行う。可能

ならば枝打ちを行う。

この際、間伐等による林内湿度低下による水ストレス対応が必要で 21)、主として溝

腐れ被害木間伐を数度に分けて実施する（３０％程度の間伐と推定される）。生枝を少

なくすると葉からの蒸散は減り、水ストレスの発生は小さくなるものの、直径成長が

小さく、耐風性は劣ることになる。21）林内湿度低下、耐風性の点から東側遊歩道沿い

の林縁木は枝打ちしない。なお、林内のムクノキなど樹冠の広がった広葉樹は密度調

整の際に間伐対象に含めて剪定する。

（６）外周道路沿線及び本堂等の建物に近接する老齢木の処理

現在、南門から東門に至る大門通り沿いの一帯は混交林様相を示しているが、元々

はスギ、ヒノキ林であった区域である。今後時間をかけ往時の植生に誘導する。

落枝等による人身や交通等に危害を与える恐れのある外周道路沿いの高木の伐採は、

本計画に含まれているところである。しかしながら、夏季の汚染大気流入を軽減させ

るために、南西側の陣屋通りと南東側の大門通り沿線の高木は、可能な限り保残すべ

く、健全木は枝下し処理で対応する。平林寺前の、ひるねの森と睡足軒の森の樹木は、

平林寺の南東方向からの大気の流れを阻止する効果も考えられることから、惣門から

市役所方向に、優先的に高木の処理を順次進めるのが良いと思われる。また、一時期

に全て伐採することなく、時間をかけ景観上や残存林への通風、水ストレス等の影響

を見極めながら実施することが望ましい。
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高木は、その成長に長年月を要するため、大門通り沿いの平林寺前交差点から東門

までの内側に、低木（樹高５ｍ程度）の樹林帯を設定しておき、健全木を除いた罹病

高木を徐々に排除する。上記林帯の内側には、寺域の雰囲気を保てるようヒノキ等の

将来高木とすべき苗木を、倒木危険判定度の高い高木の伐採前に後継樹林帯を計画的

に植栽する。
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第５章 体制及び関係機関との連携

本計画は、平林寺境内林を所有する宗教法人平林寺と、市教育委員会を始めとする

関係機関との綿密な連携の下に実行する。計画の実行に際し、平林寺境内林の適切な

保護のために必要な技術的、行政的措置は、文化財保護の立場から文化庁及び埼玉県

教育委員会の指導助言を受けるものとする。

また、平林寺境内林は首都圏近郊緑地保全法に基づく「平林寺近郊緑地保全区域」「平

林寺近郊緑地特別保全地区」、埼玉県のふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づく

「ふるさとの緑の景観地」に指定されていることから、市・県の緑地保全部局と行政

的措置等について適宜調整する。

平林寺境内林を天然記念物としての価値を維持したまま次世代へ伝えて行くには、

本計画の適切かつ効果的な保存管理を将来にわたり実施する必要がある。すなわち、

本計画を推進する過程において、想定外の状況に対処するため、定期的かつ組織的に

本計画を見直し、計画と実績との乖離に対し改めて対応策を検討する管理機構の構築

が、本計画の目標達成に不可欠である。そこで、本計画を管理する組織として、本計

画策定委員会を「（仮称）平林寺境内林保存管理推進委員会」（事務局は新座市教育委

員会）に改編し、委員会を定期的に開催することによって本計画の管理を行うことと

する。なお、この委員会は、上述の対応策を審議するほか、前年度の経過観察や調査

に基づく実績と反省を踏まえて策定する次年度の具体的な行動計画の審議の場として

機能させる。

天然記念物平林寺境内林の自然と景観の保護を図るには市民の理解が欠かせない。

本計画のような大規模事業ではなおさらのことである。このため、本計画の理念や施

策を市民に積極的に発信する必要がある。本計画に基づく事業の実施が、市民に親し

まれている貴重な歴史的文化資産である平林寺境内林に一時的な景観変化を生じさせ

ることから、市民に違和感を抱かせることになりかねない。この取組がどのような目

的や意図で行われているかを積極的に周知し、文化財保護への理解を得ることは、本

計画の円滑な推進には極めて重要である。市民への情報発信、普及・啓発等は、市教

育委員会が主体となって行うものとする。

平林寺境内林の

適切な保存管理

・保存管理計画の推進

・情報の発信・共有・

普及啓発

・計画実行後の見直し

（仮称）平林寺境内

林保存管理推進委

員会

新座市教育委員会 文化庁

埼玉県教育委員会

埼玉県・新座市

（緑地保全部局）

宗教法人 平林寺武蔵野野鳥の会

図 5-1 平林寺境内林保存管理連携イメージ

進行管理

連携

連携

指導助言

申請・許可

申請・届出

市民への

情報発信・普及啓発

情
報
発
信
の
実
施
主
体
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第６章 現状変更

現状変更の取扱いについては、次のとおりである。

（１）指定地域内において現状変更の行為を行う際には、文化財保護法に基づき、文

化庁長官の許可を受けなければならない（文化財保護法第１２５条）。ただし、現状変

更しようとする者は、新座市教育委員会又は埼玉県教育委員会と事前の協議が必要で

ある。

（２）非常災害のための必要な応急処置としての現状変更は規制基準の適用外である

が、この場合においては、速やかに関係機関（文化庁・埼玉県教育委員会・新座市教

育委員会）と連絡を取り、指導を受けるものとする。また、状況に応じ、き損届の提

出が必要である。

（３）保存管理の取扱基準

①保存管理の方法

・天然記念物としての景観に調和するような維持管理・整備を行う。

・天然記念物がき損もしくは衰亡している場合には、必要に応じて調査等の成果を

踏まえ、復旧・修理を行う。

・天然記念物の公開活用に当たっては、適切な整備を行うものとする。

②現状変更等に対する取扱基準

現状変更等許可を要しない事項

・樹木については、保存に係る除伐、危険木・枯損木の伐採、枝下ろし、下刈り、

病害虫の防除措置等の日常的な維持管理行為

・伽藍や墓地等の寺域の既存の施設を維持管理する行為

なお、許可申請手続を要しない場合においても、維持管理行為を実施した記録は

克明に残し、後世へ引き継ぐものとする。

現状変更等許可を認める事項

・日常的な管理行為以外で、天然記念物の保全・管理に必要な行為

・天然記念物の維持管理上必要な施設の設置

・防犯・防災上必要な施設・人命・財産の安全に係わる施設の設置

・便益施設（必要性と場所を十分検討した上で判断する）

・天然記念物の公開活用を目的とした散策路等の整備で天然記念物に影響を与えな

い行為

現状変更等許可を認めない事項

・天然記念物を著しく損なう行為
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